
17次公募は令和 6年 2月 13日から申請受付開始！ものづくり補助金のご紹介 

 

 

無断転載・複写等を禁じます 

 

 

 

 

 

 

資料作成：株式会社アスコエパートナーズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17次公募は令和 6年 2月 13日から申請受付開始！

ものづくり補助金のご紹介 

目次 

 

■１．補助金について（はじめてご利用になる方へ） ..... １ 

■２．制度の概要 ..................................... ２ 

■３．省力化（オーダーメイド）枠 ..................... ３ 

■４．大幅賃上げに係る補助上限額引き上げの特例 ....... ５ 

■５．申請～受給までのステップとポイント ............. ６ 

■６．最後に ......................................... ８ 

 

 



17次公募は令和 6年 2月 13日から申請受付開始！ものづくり補助金のご紹介 

 

 

 １ 

 

 

 

 

 

 

 

■１．補助金について（はじめてご利用になる方へ） 

中小企業等を支援する国や自治体の補助金・助成金事業では、雇用・人材開

発・IT補助・コロナ支援など幅広いジャンルの支援があります。 

本レポートでは、おすすめの補助金・助成金について支援の内容や対象条件、

申請方法等についてわかりやすく紹介します。 

 

17次公募は令和 6年 2月 13日から申請受付開始！

ものづくり補助金のご紹介 

補助金とは 

 

 

補助金について 

新規事業や業務効率化、創業を 

検討している方は要チェック！ 

補助金とは、経済・地域の活性化等を目的に事業者の取組みをサポートす

るために資金の一部を給付する制度です。 

＜代表的な補助金＞ 

 ・ものづくり補助金 

 ・IT導入補助金 

 ・持続化補助金など 

＜主な管轄＞ 

 ・経済産業省 

 ・中小企業庁 

 ・地方自治体 

＜知っておきたい補助金の６つのポイント＞ 

1.業種や業態に関わらずさまざまな分野で補助金を募集しています 

2.対象者や支援内容、必要書類、申請方法は補助金ごとに異なります 

3.補助金を受給するには審査で採択される必要があります 

4.補助金は事業実施後の交付となります 

5.補助金は返済不要です 

※上記の内容に該当しない場合もありますので、詳細情報については、必ず補助

金・助成金ごとの公募条件をご参照ください。 
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■２．制度の概要 

「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」（以下「ものづくり補

助金」という）は、中小企業・小規模事業者等が生産性向上や持続的な賃上げに

向けて取り組む、革新的な製品・サービス開発または精算プロセス等の省力化の

ための設備投資・システム構築を支援する制度です。 

令和 5年度補正予算で実施する 17次・18次公募は、次のとおり申請枠が大き

く変わります。 

16 次公募  17次・18次公募 

通常枠  省力化（オーダーメイド）枠 

回復型賃上げ・雇用拡大枠  
製品・サービス高付

加価値化枠 

通常類型 

デジタル枠  成長分野進出類

型（DX・GX） グリーン枠  

グローバル市場開拓枠  グローバル枠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ものづくり補助金の活用を検討中の方は、すべての枠の公募が開始されるのは

18次となること、18次の補助事業実施期限は短いこと等を踏まえて、17次に応

募するか 18 次に応募するかを検討するとよいでしょう。 

なお、18 次の公募要領は 2024年 1月 25日現在まだ公開されていないため、本

レポートでは 17次公募（2024年 3月 1日 17 時締切）について紹介します。 

 

◆対象者 

国内に本社および補助事業の実施場所があり、次にあてはまる中小企業・小規

模事業者等 

・資本金または従業員数（常勤）が一定値以下の会社または個人の中小企業者 

・「中小企業等経営強化法」第 2条第 1項に規定される、特定の組合に当ては

まる中小企業者（組合・法人関連） 

・一定の要件を満たす特定事業者、特定非営利活動法人、社会福祉法人 

 

【17 次・18次公募のポイント】 

●17次公募では「省力化（オーダーメイド）枠」のみの公募となる 

●「製品・サービス高付加価値化枠」「グローバル枠」については、18次公

募で開始予定 

●17次公募に応募すると、18次公募には応募できない 

●17次と 18次の補助事業実施期限は同じ 2024 年 12 月 10 日まで 
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◆補助対象経費 

・機械装置・システム構築費 

・運搬費 

・技術導入費 

・知的財産権等関連経費 

・外注費 

・専門家経費 

・クラウドサービス利用費 

・原材料費 

 

◆基本要件 

次の要件をすべて満たす 3～5年の事業計画を策定することが必要です。 

（1）付加価値額の増加 

事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均 3％以上増加させ

ること 

（2）給与支給総額の増加 

事業計画期間において、給与支給総額を年率平均 1.5％以上増加させること

（被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に

取り組む場合は、年率平均 1％以上増加させること） 

※被用者保険の任意適用とは、従業員規模 51名～100 名の企業が短時間労働者を厚生

年金に加入させることを指します。 

（3）事業場内最低賃金の引き上げ 

事業計画期間において、事業場内最低賃金（補助事業を実施する事業場内で最

も低い賃金）を毎年、地域別最低賃金＋30 円以上の水準とすること 

 

特定の時点において上記の目標が達成できていない場合は、補助金の返還を求

められることがあります。 

 

■３．省力化（オーダーメイド）枠 

「省力化（オーダーメイド）枠」では、人手不足の解消に向けて、デジタル技

術等を活用した専用設備（オーダーメイド設備）の導入等により、革新的な生産

プロセス・サービス提供方法の効率化・高度化を図る取り組みに必要な設備・シ

ステム投資等を支援します。 

※「デジタル技術等を活用した専用設備（オーダーメイド設備）」とは、ICT や IoT、

AI、ロボット、センサー等を活用し、単一もしくは複数の生産工程を自動化するために、

外部のシステムインテグレータ（SIer）との連携などを通じて、事業者の個々の業務に応
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じて専用で設計された機械装置やシステム（ロボットシステム等）のことをいいます。 

 

例えば、次のような活用方法があります。 

 

（引用：「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 17次公募要領 概要

版」PDF） 

 

＜申請要件＞ 

基本要件に加え、次のすべての要件を満たす必要があります。 

・ 3～5 年の事業計画期間内に、補助事業において、設備投資前と比較して労

働生産性が 2倍以上となる事業計画を策定すること 

※労働生産性は「付加価値額（付加価値額の算出が困難な場合は生産量）/(労働人

数×労働時間)」とします。完全自動化の場合は「（労働人数×労働時間）」を便

宜的に「0.1」とします。 

・3～5年の事業計画期間内に、投資回収可能な事業計画を策定すること 

※ 投資回収年数は「投資額／(削減工数×人件費単価)」とします。 

・外部 SIer を活用する場合、3～5年の事業計画期間内における保守・メンテ

ナンス契約を中小企業等と SIer間で締結することとし、SIerは必要な保

守・メンテナンス体制を整備すること 

※事業終了後、実績報告時点で確認をします。 

※保守・メンテナンスに係る費用は補助対象外です。 

https://portal.monodukuri-hojo.jp/common/bunsho/ippan/17th/%E5%85%AC%E5%8B%9F%E8%A6%81%E9%A0%98%E6%A6%82%E8%A6%81%E7%89%88_17%E6%AC%A1%E7%B7%A0%E5%88%87_20240110.pdf
https://portal.monodukuri-hojo.jp/common/bunsho/ippan/17th/%E5%85%AC%E5%8B%9F%E8%A6%81%E9%A0%98%E6%A6%82%E8%A6%81%E7%89%88_17%E6%AC%A1%E7%B7%A0%E5%88%87_20240110.pdf
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＜留意事項＞ 

本事業に必要な資金について金融機関（ファンド等を含む）からの調達を予定

している場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書

を提出する必要があります。 

 

＜補助上限額＞ 

補助上限額は従業員数で決まります。 

従業員数 補助上限額 

5 人以下 100 万円～750万円 

6～20人 100万円～1,500万円 

21～50人 100万円～3,000万円 

51～99人 100万円～5,000万円 

100 人以上 100万円～8,000万円 

 

＜補助率＞ 

 
補助金額 

1,500 万円まで 

補助金額 

1,500 万円を超える部分 

中小企業 2分の 1 

いずれも 3分の 1 小規模企業者 

小規模事業者 

再生事業者（※） 

3分の 2 

（※）再生事業者とは、中小企業活性化協議会等からの支援を受けると同時に再生計画等

を策定中もしくは 3 年以内に計画が成立等した事業者のことをいいます。 

 

■４．大幅賃上げに係る補助上限額引き上げの特例 

大幅な賃上げに取り組む事業者については、補助上限額が引き上げられます。

基本要件に加え、次の 3つの要件をすべて満たす 3～5年の事業計画を策定する必

要があります。 

（1）給与支給総額の増加 

事業計画期間において、基本要件である給与支給総額を年率平均 1.5％以上増

加に加え、更に年率平均 4.5％以上（合計で年率平均 6％以上）増加とすること 

（2）事業場内最低賃金の引き上げ 

事業計画期間において、基本要件である地域別最低賃金＋50円以上の水準とす

ることに加え、事業場内最低賃金（補助事業を実施する事業場内で最も低い賃

金）を毎年、年額＋50円以上増額すること 
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（3）計画の提出 

応募時に、上記 2つの達成に向けた具体的かつ詳細な事業計画（大幅な賃上げ

に取り組むための事業計画）を提出すること 

 

＜補助上限額の引き上げ額＞ 

従業員数で引き上げ額が決まります。 

従業員数 引き上げ額 

5 人以下 250 万円 

6～20人 500 万円 

21～50人 1,000 万円 

51～99人 1,500 万円 

100 人以上 2,000 万円 

 

補助率については、省力化（オーダーメイド）枠の補助率に準じます。 

 

■５．申請～受給までのステップとポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請は、電子申請のみです。Gビズ IDプライムアカウントが必要です。未取得

の方は事前に取得してください。 

➢ 法人・個人事業主向け共通認証システム「gBizID」 

STEP①  

申請する 

電子申請システムに ログインし、 

事業計画書等必要書類を提出します。 

STEP➁  

採択/交付 

審査で内容が認められると「補助金交

付候補者」として採択されます。 

交付決定通知書に記載された交付

決定日をもって事業を開始できま

す。 

実施した事業の内容や経費について、 

正しく実施されたことが確認されると

補助金を受け取ることができます。 

STEP③  

事業の実施 

STEP④  
補助金の 
交付 

事業計画書は 10ページ以内で作成する
こととなっています。 

ここがポイント！ 

補助金交付候補者として採択された
後、交付申請を行います。 

ここがポイント！ 

事業完了後30日以内、または2024年
12 月 10 日までのいずれか早い日まで
に証憑を添付して実績報告をします。 

ここがポイント！ 

確定検査後、補助金の交付請求を行っ
てください。事業完了後は５年間、事業
化状況報告を行います。 
 

ここがポイント！ 

https://gbiz-id.go.jp/top/index.html
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ものづくり補助金では、次の項目をもとに審査が行われます。採択されるため

には、これらの項目を意識して事業計画書を作成しましょう。 

審査項目 内容 

補助対象事業としての適格性 
・対象者、要件等を満たしているか 

・付加価値額等を達成する取組であるか 

技術面 

・取組内容の革新性 

・課題や目標の明確さ 

・課題の解決方法の優位性 

・技術的能力 

・開発内容の妥当性 

・労働生産性の向上 

事業化面 

・事業実施体制 

・市場ニーズの有無 

・事業化までのスケジュールの妥当性 

・補助事業としての費用対効果 

政策面 

・地域経済への波及効果 

・ニッチトップとなる潜在性 

・事業連係性 

・イノベーション性 

・事業環境の変化に対応する投資内容 

大幅賃上げ 
・賃上げ計画の内容とその根拠 

・継続性、企業の成長の見込み 

また、審査において加点項目があり、要件に合致すると加点されます。例え

ば、創業・第二創業後間もない事業者（5年以内）や、「経営革新計画」の承認を

取得した事業者、国の政策に沿う取組を行う事業者等です。加点されると採択さ

れる可能性が高くなりますので、加点項目についても公募要領でしっかりチェッ

クしましょう。 

 

◆口頭審査の導入について 

17次公募から補助申請額が一定規模以上の申請を行う事業者を対象に、オンラ

インでの口頭審査が導入されています。1事業者 15分程度で、事業の適格性、革

新性、優位性、実現可能性等の観点についての審査となっています。申請事業者

以外の方の対応や同席は認められておらず、計画書に記載のない内容についても

質問される可能性がありますので留意しておきましょう。 

【口頭審査期間：2024 年 4月 1日～2024年 4月 12日】 
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■６．最後に 

「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」は、令和 2 年 3月の開

始以来、およそ 3か月に 1度、通年で公募が実施されてきましたが、令和 5年度

補正予算に基づく公募（17次・18次）は 2回程度の実施予定です。17 次・18次

公募が終了したあとは未定ですので、申請の際は審査を意識してしっかり準備し

ましょう。 

 

なお、18 次公募で開始予定の「製品・サービス高付加価値化枠」に申請し、交

付が決定した場合、厚生労働省の「産業雇用安定助成金（産業連携人材確保等支

援コース）」と併給できる可能性があります。この助成金についても確認しておく

ことをおすすめします。 

 

▼ものづくり補助金総合サイト 

https://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html 

 

 

 ＜当レポートについて注意事項＞ 

※掲載内容は予告なく変更される場合があります。（掲載内容は 2024 年 1 月 25 日時点の

自治体 Web サイトを参考にしています） 

※掲載内容は各種条件によりご利用いただけない場合もあります。詳細は各対象自治体等

にお問合せください。 

※本レポート記載の情報の正確性について万全を期しておりますが、その内容について保

障するものではなく、ご利用者が当該情報を用いて行う一切の行為につき第一生命保険

又はアスコエパートナーズは何ら責任を負うものではありません。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/sankokinsangyourenkeijinzaikakuhotou_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/sankokinsangyourenkeijinzaikakuhotou_00001.html
https://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html

